
 

 

 

 

 

第 47回 町田市消費生活展 開催‼  

＊まちだくらしフェア 2023＊ 
《見つけよう!明日を変えるくらしのヒント》  

７/28（金）・29（土）10：00～16：00（入場は 15：30まで）  

＊会場：町田市民フォーラム 3F・４F 

     
 

 

 

 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

運営協議会では「私にもできる CO２削減～私の工夫～」―SDGｓ達成に向けてー 

    ♪☆♪～ ◎パネル と ◎ホール演奏会から提案～ ♪☆♪ 
 

パネル SDGｓの 13 番「気候変動について考えよう」

に関連し、私たち委員では、2021 年から委員の各家

庭でのCO₂排出量を調べ、パネルで発表しています。 

委員の各家庭の電気・ガス・水道・ガソリン、使い

捨てラップの使用量、燃やせるごみの量から CO２排

出量を数値化、見える化することにより、CO２削減に

ついて意識するようになり、各家庭での CO２削減に

繋げることができました。今年も引き続き記録を取り、

結果から CO２削減の工夫を提案します。 

気候変動の対策に CO２削減がなぜ必要なのかご

存じですか。会場で皆さんと一緒に考えていけたらと

思いますので、ぜひお越しください。 

  

 

 

 

 

ホール演奏会―29日（土）13：30～15：00― 

『東京 SDGｓ吹奏楽団』による、クラリネット四重奏 

【クラリネットの生演奏楽しもう】SDGｓの学びと癒し 

≪東京 SDGｓ吹奏楽団 演奏の様子≫ 

SDGｓのそれぞれの目標テーマに合わせた曲や、オ 

リジナル曲「SDGｓ讃歌」と、団員の皆さんが、さまざ

まな所で気付かれた身近な SDGｓについてのお話し

もあります。お子さんとご一緒にお楽しみください。 

                       （文責 広報部） 

★イベント・セミナー・ホール講演会などの詳しいご

案内は、 7月 12日発行の【消費生活センターだ

より特集号】に掲載します。 新聞折込み及び各

公共施設に配置しています。ぜひ、ご覧ください。 

「まちだくらしフェア」は、市内で活動されている消費者団体・関係機関の皆さんと共に、今、

私たちが知っておきたい「くらしのヒント」を、パネル展示・ホール講演会・セミナー・イベント

を通して提案します。各ブースには、皆さんの工夫を凝らした「くらしに役立つヒント・情報」が

、盛りだくさん‼ ご来場の皆さんとの情報交換も楽しみです♪ 

お子さんも楽しめるイベント企画もあります。夏休みの思い出に、ぜひご来場ください ☆彡 
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まちだくらしフェア２０２３にぜひお越しください！！ 
7 月 28 日（金）・29 日（土） 10:00～16:00 

場所 町田市民フォーラム 3F・4F 
 

大人も子どもも楽しめるイベントがたくさん 
 

明日を変えるくらしのヒントを見つけましょう♪ 
 

 

 

 

 

 

もうすぐ夏休みがやってきます。子ども達には親

の目の届かない一人の時間が増えます。親が知らな

いうちに子どもが無断でオンラインゲームに課金し

たり、動画共有サイトの投げ銭をして高額な請求を

されたという相談が多く寄せられています。 

《事例１》 

夫名義のクレジットカード事業者から異常な利用

があると連絡があった。確認したところ小学生の娘

がスマートフォンとタブレット端末の動画サイトで

高額な投げ銭をしてクレジットカードで決済してい

たことが分かった。総額１２０万円を超えており支

払いには納得できない。娘に頼まれてゲームを購入

したときに端末にクレジットカード情報を入れたま

まにしていた。        （4０代 女性） 

《事例２》 

高校生の息子がスマートフォンでオンラインゲー

ムをして２０万円の課金をしたらしく母親のクレジ

ットカード事業者から連絡があった。息子のスマー

トフォンにクレジットカード情報を登録したことは

あるが、ほかのアプリでも使えるとは思っていなか

った。年齢確認はなく、顔認証で使えたという。  

（５０代 女性） 

《アドバイス》 

スマートフォンやタブレット端末は今やほとんど

の子ども達の必須アイテムになっています。彼らの

前にはインターネットの世界が広がっていることを

認識しておきましょう。リアルの世界では未成年者

契約であることは容易に確認できますが、インター

ネットの契約では未成年者が使ったことを事業者に

認めてもらわなくてはならないのです。クレジット

カード事業者は契約者にカードの管理責任があると

考え通常は、契約の取消を認めません。 

クレジットカードの利用ごとにメール等で通知さ

れるように設定し、日ごろから利用状況を確認しま

しょう。スマートフォンやタブレット端末にクレジ

ットカード情報を登録したままにしていると、子ど

もが自由に課金できてしまいます。事例の場合も指

紋認証や顔認証で使えたとのことでした。未成年者

が使った場合でもすべて返金されるわけではありま

せん。落とし穴に落ちないためには日ごろからの目

配りが大切です。 

親のクレジット 

カードで高額課金！    

低価格で誘う換気扇やエアコン 

クリーニングの電話勧誘 
 

自宅に電話があり、「お試し価格の３千円で、換気

扇やエアコンのクリーニングができる」と勧誘され、

換気扇の掃除を依頼した。業者が来訪し換気扇を掃

除した後、汚れが付きにくくなるからと、コーティン

グを強く勧められ、断れずに承諾した。すると、風呂

場や洗面所の換気扇もコーティングされて約３０万

円も請求された。高額だと思う。（８０歳代） 

ひとこと助言 

低価格と勧誘されても、電話の説明だけでは詳し

い内容はわかりません。安易に訪問を承諾せず、いっ

たん切って、周りに相談するなどしてから判断しま

しょう。 

 

（見守り新鮮情報第４５０号 

独立行政法人国民生活センター） 
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